
国立健康危機管理研究機構における 
コンプライアンス教育及び啓発活動実施計画

国立健康危機管理研究機構（以下「機構」という。）では、「機構における研究活動上の不正行為の防止及び

研究費の適正な運営管理の確保に関する規程」（以下「不正防止規程」という。）第５条第 2 項に定める研究活

動上の不正防止及び研究費の適正な運営管理を目的とした研究倫理教育、及び「研究機関における公的研究費

の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（令和 3 年 2 月 1 日文科省改正）（令和 5 年 12 月 22 日厚労省

改正）において実施することを定められた啓発活動の具体的な実施計画を以下のとおり策定し、この計画に基づきコ

ンプライアンス教育及び啓発活動を実施するものとする。

【コンプライアンス教育】 

機構の職員等の不正防止に対する意識の向上等を図ることを目的とし、内部教育研修（対面又はオンラインでの

研修会、もしくは研修会に参加できない者は、当該講義資料を用いた e ラーニングによる自己学習のいずれか）と外

部教育研修（以下に指定する e ラーニング教材）の二種を実施する。対象者および受講の回数、実施内容は以下

の通り。 

内部研修 

（1回/1年） 

外部研修 

(1回/3年) 

研究活動上の不正

行為に関すること 

公的研究費の取扱

いに関すること 

APRIN もしくは 

eL CoRE 

① 国立感染症研究所・国際医療研

究所・臨床研究センター所属の

職員等

必須 必須 必須 

② （①以外）公的研究費の研究組

織に参画する職員等
必須 必須 必須 

③ 事務担当者等（①以外））
各部署内及び事務部門内において研

究活動を事務的に補佐する者。

※実験補助をおこなう技術補佐員、実

験助手等は、ここに含まれるものと

する

任意 任意 任意 

1. ①～③に該当する職員は、原則、受講を求めるものとするが、各職場長が対象者を判断すること。

2. ②に該当する職員は配分機関の定めるところによる。

3. 1・2 により対象外とした場合についても、各部署のコンプライアンス推進責任者により、受講対象者と

認定されることがある。



 
【啓発活動】  

機構の職員等を対象とし、不正を起こさせない組織風土を形成することを目的とする。 

コンプライアンス教育で知識を習得させ、啓発活動により頻繁に意識の向上と維持・浸透を図ることで相互補完し、

より効率的・効果的な内容とする必要があるため、内容は随時柔軟に見直しながら実施することとする。 

 

方 法 

 JIHS ポータル等での関連サイト（常設）による職員の意識啓発、関連する情報の提供 

 センター管理会議等を通じた最高管理責任者からの呼びかけ（年 1 回） 

 メール配信等による情報共有・注意喚起（四半期毎） 

 ポスター掲示等（年２回） 

実 施 内 容 

コンプライアンス教育と併用し、不正防止計画や内部監査の結果、実際に発生した不正事

案(他機関の事案含む)及び不正発生要因等についてわかりやすく周知し、機構内での認識

の共有を図る。 

 

令和７年 4 月 1 日施行 

 

 



 
別紙 

国立健康危機管理研究機構におけるコンプライアンス教育及び啓発活動実施計画 

  第 1 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 4 四半期 

意
識
改
革 

コンプライアンス教育 

（e-learning：外部） 

（e-learning：内部） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

啓発活動 

ポスター掲示 

メール配信 

センター管理会議等での周知 

JIHSportal 等での情報提供 

 

 

 

 

  

誓約書の提出 
  

 

  

コンプライアンス教育・啓発活動以外の取り組み 

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化 

研究活動上の不正行為の防止/研究

費の適正な運営管理の確保に関する

取り組み 

    

 

不
正
防
止 

シ
ス
テ
ム
の
強
化 

    

公的研究費への申請時に誓約書を提出（随時） 入職時に誓約書を提出 

【6 月】 

ポスター掲示 

メール配信 

JIHS ポータル等での情報提供（通年） 

【9 月】 

メール配信 
【12 月】 

ポスター掲示 

【３月】 

メール配信 

アンケートによる理解度等に
応じ啓発活動内容を検討 

あｎ 

APRIN もしくは eL CoRE（1 回/３年）：公的研究費申請時に受講証を提出 

【2 月】 

研究不正防止委員会 

【9 月】不正行為対応ガイドライン

に基づくチェックリストの提出 

【12 月】公的研究費の管理・監査の

ガイドラインに基づくチェックリストの提出 

理事会で審議 

不正防止計画/各種規程/コンプライアンス

教育・啓発活動実施計画の見直し・更新 

【随時行う取組み】 

相談・告発の受付 
旅費・謝金請求時の確認 
取引業者からの誓約書の収集 等 

共有 

反映 

反映 

内部監査（書面・実地） 
7~3 月 

【3 月】公的研究費 

事務処理要領の改訂 

理事会で審議 

【8 月/9 月】 

研究不正防止委員会 

1-3 月で教材更新準備 

センター管理会議等での周知 

反映 

【4 月】 

研究公正・公的研究

費の適切な取扱いにつ

いて研修実施 



 

 


